
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 給　水

人

人

千㎥／ha

② 施　設　

％

③ 料　金

＜料金表＞ （消費税抜き)

メ ー タ ー 口 径

口 径 区 分 な し

(円未満の端数は切り捨て）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有 収 水 量 密 度

北栄町

水道事業

計 画 期 間 ：

7

～

管 路 延 長

0.251

供 用 開 始 年 月 日 昭 和 33 年 11 月 1 日

水 源

事業の現況　

料金体系：基本水量制＋従量制
徴収方法：2か月毎の検針により使用水量及び料金を決定し、毎月徴収を行っている。

平成29年12月より水道料金及び下水道使用料の合算徴収へ変更したため、毎月徴収となっている。

1,200円 155円/㎥

別添１－２

北栄町水道事業経営戦略

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

施 設 能 力 9,018

※令和6年度決算値

施 設 利 用 率 57.73

施 設 数

策 定 日 ：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

浄水場設置数

配水池設置数

6

計 画 給 水 人 口 16,037

現 在 給 水 人 口 13,937法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ）
・ 非 適 の 区 分

全部適用

㎥／日

平 成 17 年 10 月 1 日

159.39

千ｍ

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

基本料金(～10㎥）
１か月につき

超過料金（11㎥以上）

表流水 , ダム , 伏流水 , 地下水 , 受水 , その他



④ 組　織

＜組織体制＞

＜職員数・職種・年齢構成等＞

水道 下水道 共通

61歳～ 1人

51～60歳 1人 2人

41～50歳 1人 1人

31～40歳 3人 1人

～30歳

合計 4人 4人 2人

（２）

（３） 経営比較分析表等を活用した現状分析

上下水道室

これまでの主な経営健全化の取組

平成17年度：新設合併に伴い、2つの事業体を統合。水源地の廃止、ポンプ場再整備を進めてきた。再整備により隣接市からの受水を解消した。
平成30年度：水道事業に係る鳥取県との広域化・共同化検討会が発足し、近隣市町水道事業者と広域化・共同化に係る検討会を実施した。
令和4年度：標準型検討手法(タイプ3C)により水道ビジョン及びアセットマネジメントの策定を行った。

　令和6年度決算経営比較分析表を別添している。

地域整備課 上下水道室（職員10名）

地域整備室（職員7名）



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

水需要の予測

　国立社会保障・人口問題研究所の推計結果(以下社人研推計)では、令和32年に9,189人と予測されている。また、人口ビジョンの目標値は、令和32年で9,910人と設定
しており、今後も減少傾向が続くと予測される。

　また、給水人口※についても減少傾向であり、令和2年の14,617人から、令和6年では13,937人まで減少している。
給水人口の将来推計では社人研推計の予測値を基準として採用しており、令和17年には12,077人となる見込みである。

料金収入の見通し

　令和2年度の新型コロナに係る減免措置の影響もあり、令和2年度では一時的に料金収入が減少している。
令和3年度では料金収入が回復しているものの、その後は減少傾向であることから、今後も料金収入の減少が見込まれる。
　料金収入については、有収水量予測に過去5年平均の単価である152.48円/㎥を乗じて推計を行っており、令和17年度には192,642千円の料金収入となる見込みであ
る。
　なお、令和8年度には基本料金6か月分を対象として減免を行う見通しであり、料金収入の減少分については一般会計補助金により補填される。

給水人口の予測

　有収水量の予測については、一般用、工場用、その他用の3区分により推計を行った。
年間有収水量としては、一般用＞その他用＞工場用となっており、令和6年度では一般用が全体の85.7%を占めている。
令和17年度では全体の年間有収水量が1,263.39千㎥となり、令和6年度と比較したとき11.6%の減少となる見込みである。
　なお、一般用、工場用、その他用の各推計方法については下記の通りとなる。

一般用：令和6年度決算値に社人研推計による人口減少率を適用
工場用：令和6年度決算値に過去3年間の平均減少率を適用
その他用：令和6年度決算値に過去3年間の平均減少率を適用



（４）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り

　現在、「上下水道室」として下水道事業との一体的な運営により、業務の効率化を図っている。
　職員数は現在4名であり、今後も4名体制で業務を行っていく。

目 標
　新たに改定するアセットマネジメント、収支計画、財源や資金残高等を勘案し、バランスのとれた工事計画の実施を目指す。
　年間総額120,000千円規模の建設改良事業を実施する。

　現在まで、配水管の改良を中心に、設備や量水器の更新を進めている。
　今後も引き続き配水管の更新を進めていく予定であり、また、新たな投資計画としてアセットマネジメントの改定及び更なる耐震化事業の推進を検討している。
アセットマネジメントの改定について、現在の標準型検討手法(タイプ3C)から詳細型検討手法(タイプ4D)への変更を検討しており、詳細型検討手法により策定した場合に
は個別の老朽化状況を勘案した更新及び耐震化が可能となる。
　なお、配水管の改良等の耐震化事業については年間100,000千円、設備の更新等その他建設改良事業については、年間20,000千円の実施を予定している。

　人口減少に直結した料金収入の減少、施設老朽化に伴う更新費用（設備投資）の増大など厳しい経営環境の中、国が示した新・水道ビジョンの理想像である「安心」、
「強靭」、「持続」の３つの視点から、将来にわたり安全で安心できる良質な水を安定供給していけるよう、事業経営を行っていくものとする。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

組織の見通し



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

　特になし。

　詳細型検討手法(タイプ4D）によるアセットマネジメントの策定を予定している。

目 標
　料金回収率100%以上の継続を目標とする。
　また、国庫補助金の活用や企業債の借入条件の見直し、投資有価証券の購入による利息収入により、安定した財源の確保に努め
る。

　

　建設改良費の財源については、耐震化に係る国庫補助分25,000千円、残額を企業債によって賄う予定である。
また、建設改良費以外(維持管理費分、企業債償還分等)については、推計上、自己財源(料金収入、保有資金)を設定した。
　なお、個々の財源については以下の通りに算定した。

・料金収入に関する事項
　人口推計及び水需要予測をもとに算定した。

・国庫補助金に関する事項
　耐震化事業に係る建設改良費(100,000千円)の補助率が1/4であることから、国庫補助金として25,000千円を設定した。

・繰入金に関する事項
　消火栓関連費用及び児童手当分の繰入を想定している。

・企業債に関する事項
　建設改良費のうち国庫補助金(25,000千円)を除く全額(113,000千円程度)の借入を想定している。
　新規借入分については、償還期間30年(据置1年)、元利均等方式、利率2%の条件にて推計を行っている。

　また、発生見込みの資金活用として国債購入(年間50,000千円、想定利率1.3%)を検討しており、国債からの利息収入については支払利息等への充当を予定している。

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

　令和3年度より、米里水源地の利用を休止している。
　今後も、各施設・設備が効率的に稼働されているか調査を行い、廃止・統合の検討を行う。

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

　配水池や配水管の更新時において、更新設備の合理化を検討する。

そ の 他 の 取 組 　特になし。

　「鳥取県水道広域化推進プラン(令和5年3月)」のうち、公営企業会計システム及び水道料金システムの共同化について検討を進め
ている。

広 域 化

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

　近年における日本経済の動向として物価上昇が社会問題となっており、本事業においても委託料等の経費の増加が見込まれる。

そこで、物価上昇率については、内閣府の財政試算※1 を参考に年1%の増加を基本の設定とした。
　なお、個々の経費については以下の通りに算定した。

・委託料に関する事項
　過去5年間実績の平均値に年1%の物価上昇を反映させて算定した。

・修繕費に関する事項
　過去5年間実績の平均値に年1%の物価上昇を反映させて算定した。

・動力費に関する事項
　過去5年間実績の平均値に年0.9%（経費上昇1% - 有収水量減少に伴う動力費減少分0.1%）の物価上昇を反映させて算定した。

・職員給与費(収益的収支)に関する事項
　会計年度職員1名分の見込み値に年1%の物価上昇を反映させて算定した。

・支払利息に関する事項
　企業債利率の実績値（R7.3借入)は2.1%となっている。
　利率については今後も上昇が予想されるものの、借入方式の見直し(利率見直し方式への変更等)による利率低減を考慮し、利率2%の借入を想定している。

※１ 内閣府「中長期の経済財政に関する試算(2025年8月)」の消費者物価上昇率を参照



②　財源についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

繰 入 金

　経営戦略策定後は、3～5年に一度改定を行い、経営の見直しを図る。

料 金

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　企業債の借入方式や借入年数について検討し、利息の削減を推進する。

　基準内繰入による事業運営を予定している。

　料金回収率については現在100%以上であり、計画期間内においても100%以上となる見込みのため、現時点では料金改定を予定し
ていない。
　ただし、長期的には人口減少に伴う料金収入の低下が予想されるため、適時に料金水準の見直しを検討する。

　余剰資金による国債等の購入を検討していく。

そ の 他 の 取 組 　特になし。

企 業 債



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

【北栄町　水道事業】 （単位：千円，％　税抜き）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 224,679 222,174 180,370 217,557 215,259 212,960 210,662 208,306 205,950 203,598 201,242 198,906
(1) 218,415 215,910 174,106 211,293 208,995 206,696 204,398 202,042 199,686 197,334 194,978 192,642
(2) (B) 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769 1,769
(3) 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495 4,495

２． 23,120 20,795 58,153 18,387 19,022 19,896 21,080 22,166 22,653 23,139 23,681 23,923
(1) 300 300 39,806 300 300 300 300 300 300 300 300 300

39,506
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

(2) 22,017 19,865 17,717 16,807 16,792 17,016 17,550 17,986 18,473 18,959 19,501 19,743
(3) 803 630 630 1,280 1,930 2,580 3,230 3,880 3,880 3,880 3,880 3,880

(C) 247,799 242,969 238,523 235,944 234,281 232,856 231,742 230,472 228,603 226,737 224,923 222,829
１． 183,030 179,209 175,355 175,960 177,931 176,882 177,959 178,868 179,987 181,859 184,617 186,754
(1) 9,356 6,424 6,488 6,553 6,617 6,681 6,745 6,810 6,874 6,938 7,003 7,067

5,511 3,196 3,228 3,260 3,292 3,324 3,356 3,388 3,420 3,452 3,484 3,516

3,845 3,228 3,260 3,293 3,325 3,357 3,389 3,422 3,454 3,486 3,519 3,551
(2) 60,080 62,068 62,664 63,262 63,861 64,459 65,056 65,654 66,252 66,851 67,448 68,046

24,391 22,671 22,875 23,079 23,283 23,487 23,691 23,895 24,099 24,303 24,507 24,711
10,384 10,138 10,239 10,340 10,442 10,543 10,644 10,746 10,847 10,949 11,050 11,151

83 83 84 85 86 87 87 88 89 90 91
25,305 29,176 29,467 29,759 30,051 30,343 30,634 30,926 31,218 31,510 31,801 32,093

(3) 113,594 110,717 106,203 106,145 107,453 105,742 106,158 106,404 106,861 108,070 110,166 111,641
２． 11,695 11,603 13,488 15,209 16,768 17,928 19,086 20,435 21,762 23,016 24,200 25,888
(1) 11,684 11,592 13,477 15,198 16,757 17,917 19,075 20,424 21,751 23,005 24,189 25,877
(2) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

(D) 194,725 190,812 188,843 191,169 194,699 194,810 197,045 199,303 201,749 204,875 208,817 212,642
(E) 53,074 52,157 49,680 44,775 39,582 38,046 34,697 31,169 26,854 21,862 16,106 10,187
(F)
(G)
(H)

53,074 52,157 49,680 44,775 39,582 38,046 34,697 31,169 26,854 21,862 16,106 10,187
(I) 315,556 418,243 467,923 512,698 552,280 590,326 625,023 656,192 683,046 704,908 721,014 731,201
(J) 566,997 669,299 710,851 743,165 764,691 778,238 800,957 869,524 929,858 982,051 1,026,092 1,063,735

7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470
(K) 66,907 71,151 75,946 81,465 86,038 73,364 73,864 77,717 81,654 85,669 87,347 86,736

54,432 60,335 65,130 70,649 75,222 62,548 63,048 66,901 70,838 74,853 76,531 75,920

10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816 10,816
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 222,910 220,405 178,601 215,788 213,490 211,191 208,893 206,537 204,181 201,829 199,473 197,137

(N)

(O)

(P)

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補 助 金
国 県 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

流 動 負 債

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

【北栄町　水道事業】 （単位：千円　税込み）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 40,000 135,800 131,000 126,200 111,300 111,500 111,600 111,800 111,900 112,100 112,300 112,400

２．

３．

４． 833 706 713 720 727 734 741 748 755 762 770 777

５．

６． 5,000 10,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

７．

８． 1,144 1,718 1,735 1,752 1,769 1,786 1,803 1,821 1,838 1,855 1,872 1,889

９． 881 881 881 881 881 881 50,881 50,881 50,881 50,881 50,881

(A) 41,977 139,105 139,329 139,553 139,677 139,901 140,025 190,250 190,374 190,598 190,823 190,947

(B)

(C) 41,977 139,105 139,329 139,553 139,677 139,901 140,025 190,250 190,374 190,598 190,823 190,947

１． 50,715 135,840 135,998 136,157 136,315 136,474 136,632 136,790 136,949 137,107 137,266 137,424

9,076 15,840 15,998 16,157 16,315 16,474 16,632 16,790 16,949 17,107 17,266 17,424

２． 49,265 54,432 60,335 65,130 70,649 75,222 62,548 63,048 66,901 70,838 74,853 76,531

３．

４．

５． 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

(D) 99,980 190,272 246,333 251,287 256,964 261,696 249,180 249,838 253,850 257,945 262,119 263,955

(E) 58,003 51,167 107,004 111,734 117,287 121,795 109,155 59,588 63,476 67,347 71,296 73,008

１． 50,508 46,614 51,799 58,717 63,225 50,586 51,020 54,908 58,780 62,730 64,442

２． 40,322 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

３．

４． 7,495 10,845 10,390 9,935 8,570 8,570 8,569 8,568 8,568 8,567 8,566 8,566

(F) 58,003 51,167 107,004 111,734 117,287 121,795 109,155 59,588 63,476 67,347 71,296 73,008

(G)

(H) 956,865 1,038,233 1,108,898 1,169,968 1,210,619 1,246,897 1,295,949 1,344,701 1,389,700 1,430,962 1,468,409 1,504,278

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

2,689 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669

2,689 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669 2,669

833 706 713 720 727 734 741 748 755 762 770 777

833 706 713 720 727 734 741 748 755 762 770 777

3,522 3,375 3,382 3,389 3,396 3,403 3,410 3,417 3,424 3,431 3,439 3,446

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度




